
大阪イノベーションハブ イノベーション・ディスプレイ使用要綱 

制定 令和元年 7 月 1 日 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、大阪イノベーションハブ（以下「OIH」という。）の施設内（入口付

近）に設置する展示スペースに、ベンチャー企業やスタートアップなど（以下「企業等」

という。）が保有する製品・サービス（以下「展示物」という。）を展示し、もって OIH

への来訪者に対し、プロモーション活動を実施するために必要な事項を定めるものとす

る。 

（名称） 

第 2 条 OIH が、国内外から多様な人々が集まり、交流し、イノベーションを生み出すこ

とを促進する場であることを考慮し、展示スペースの名称を「イノベーション・ディス

プレイ」とする。 

（申請方法） 

第 3 条 展示を希望する企業等（以下「出展者」という。）は、別に定める「イノベーショ

ン・ディスプレイ出展規約」（以下「規約」という。）に同意したうえで、「展示申請書 兼 

同意書」（様式１。以下「申請書」という。）に必要事項を入力し、印刷したうえで署名

し、OIH 運営管理者（以下「管理者」という。）にメールにて申請する。 

（展示要件） 

第 4 条 展示物は、次の各号の要件を満たすものとする。 

（１） 出展者は次のものであること。

・OIH メンバーズ会員（プレイヤーまたはパートナー）

・大阪市イノベーション創出支援補助金（以下「補助金」という。）の採択者

・その他、大阪市が認めたもの

（２） OIH でのイベントを契機とするものや OIH がプロジェクト創出・推進に携わっ

ているものであること、または補助金により実用化に至ったものであること、も

しくは大阪市が認めたものであること。

（３） 規約に定める禁止事項に該当しないこと。

（出展の決定） 

第 5 条 管理者は、申請書を受領した後、記載事項を確認し、展示物と展示物の出展方法

について展示の可否を判断して、出展者にメールにて通知するものとする。なお、管理

者が出展決定の旨をメールにて通知する指定日を出展決定日とする。 



（出展期間） 

第 6 条 出展期間は、出展決定日から、原則、最大 3 か月間とするが、その期間が当該年

度末と次年度にまたがる場合は、当該年度末までとする。ただし、管理者および出展者

との協議により、短縮もしくは延長する場合がある。また、OIH 等で開催するイベント

に合わせ、管理者の判断により、一時的に出展者の展示を停止し、別途、他の展示を実

施することがあるので承知すること。この場合においても、当該期間は、管理者が決定

した出展期間に含むものとする。 

 

（その他） 

第 7 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、規約で定める。 

 

附則 

 この要綱は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 


